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地震・大雨・台風等異常気象・J アラート発信時の 
登下校と給食について（お知らせ） 

 
 地震・大雨・台風等異常気象の登下校と給食について下記のようにお知らせしますので、よろしく
お願いいたします。 
 

記 
 
１ 市内で「震度５弱以上」の地震が発生した場合                        
（１）登校する以前に発生 

学校から指示があるまで自宅待機となります。その後の対応については、きずなネット等で連
絡します。 

（２）登校後に発生 
授業を中止し、可能な限り教員引率による集団下校を行います。また、状況によっては、最善

と考えられる対応（学校留め置き、外部の避難場所への移動、保護者への引渡し等）を判断し、
迅速に行います。なお、生徒を校内に留め置いた場合は、安全の確保が判断できるまで下校はし
ません。対応の状況は、きずなネット等で連絡します。 

 
 
２ 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合                   
（１）「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表 
  ・通常どおりの教育活動を行います。 

・校外活動については、出発前であれば出発を見合わせます。出発後であれば、いつでも帰校で
きるよう準備します。 

（２）「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発表 
 ・通常どおりの教育活動を行います。 

・校外活動については、出発前であれば中止（延期）します。出発後であれば、帰校をします。 
（３）「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表 

 ・豊田市は「事前避難対象地域」がない市町村のため、通常の授業を継続します。 
  ・授業終了後には、課外活動（SCA（地域クラブ活動）、委員会等）を実施せずに、速やかに下

校します。 
・校外活動については、出発前であれば中止（延期）します。出発後であれば、帰校します。 

 
 

重
要 



3 愛知県全域または西三河北西部または豊田市西部に「特別警報」が発表された場合        
※気象庁は、大規模な災害の発生が切迫していることを伝えるために、大雨特別警報、暴風特別

警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報などの特別警報を発表することがあります。 
（１）登校する以前に特別警報が発表 

ア 登校しません。 
イ 特別警報解除後も、安全な登校が判断できるまで自宅待機とします。 

登校する場合は、きずなネット等で連絡します。 
（２）登校後に、特別警報が発表 

即時、授業を中止し、最善の対応（学校留め置き、外部の避難場所への移動、保護者への引渡
し等）を迅速に行います。なお、生徒を校内に留め置いた場合は、安全の確保が判断できるまで
下校はしません。なお、対応の状況は、きずなネット等で連絡します。 

 
 
４ 愛知県全域または西三河北西部または豊田市西部に「暴風警報」が発表された場合        
（１）登校する以前に暴風警報が発表 

ア 午前６時００分までに警報が解除された場合は、平常授業を行います。 
イ 午前６時００分を過ぎても解除されない場合（午前６時００分を過ぎて解除された場合も含

む）は、授業を中止（休校）します。 
（２）登校後に、暴風警報が発表 

安全に帰宅することができると判断した時は、速やかに下校します。状況によっては、生徒の
安全を校内で確保します。なお、対応の状況は、きずなネット等で連絡します。 

 
 
５ 土砂災害や河川の氾濫に関する気象情報等により、崇化館中学校区にある町に          
●●「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示（緊急）」が発表された場合        

※４の「暴風警報」が発表された場合に準ずる措置を取ります。 
※限定された地域に「避難勧告」・「避難指示」等が発表される場合があり、崇化館中学校、挙母小学校、

朝日小学校、元城小学校で対応（平常授業や休校、自宅待機など）が異なる場合があります。 
   学区内にある逢妻女川の増水による氾濫が心配される地区のため、逢妻女川が氾濫した場合、

崇化館中学校、朝日小学校のみが休校や自宅待機となることがあります。 
 
６ 特別警報、暴風警報、避難準備・高齢者等避難開始が発表された場合の給食について       

暴風警報及び特別警報、避難準備・高齢者等避難開始が午前６時００分までに解除されない場
合は、当日の給食は中止となります。 

 
 
 
 
 



７ 弾道ミサイル発射による J アラートが発信された場合                     
（１）登校する以前に J アラートの緊急情報が愛知県に発令 

学校から指示があるまで自宅待機となります。その後、「日本の上空をミサイルが通過し、領海
外に出た」または「日本の領海外に落下した」ことがわかったら、自宅待機を解除し、登校する
ことをきずなネット等で連絡します。 

（２）登校後に、J アラートの緊急情報が愛知県に発令 
   活動を中断し、避難態勢（机の下に身を隠すなど）をとります。安全確認ができるまで、校内

の安全な場所で待機し、安全確認後、活動を再開します。 
 
 
８ その他                                          

上記は原則であり、「愛知県全域」「西三河北西部」「豊田市西部」に暴風警報や特別警報が発表さ
れていないが、大雨等の異常な気象の場合や他県に J アラートが発令されたことにより生徒の安全
確保が困難と判断した場合は、登校せず自宅待機をしたり、学校の休業や授業を中止して下校した
りする場合があります。また、教育委員会学校教育課が対策を検討した場合、その指示に従います。
これらの場合は、学校メール等でお知らせします。 

＜参考＞ 崇化館中学校区は、気象予報区分で「豊田市西部」に該当します。 
また、「愛知県全域」「西三河北西部」という区分にも該当します。 

 
 

この件についてのお問い合わせは、 
崇化館中学校 教頭 佐伯 裕司（Tel ３１－０１９７）までお願いします。 

※このお知らせは、学校ホームページにも掲載されています。 


